
林業・木材産業改善資金 
 

 

● 借入申込から資金貸付までの流れ 
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【事務の流れ】 

① 、①－１ 「貸付資格認定申請書」及び「借入申込書」の提出 

②   「貸付資格認定申請書」及び「借入申込書」の副申 

③  「認定・貸付審査会」へ諮問 

④  「認定・貸付審査会」へ具申 

⑤ 、⑤－１、⑤－２ 

  「貸付資格認定書」及び「貸付決定通知書」の交付 

⑥ 、⑥－１ 「借用証書」等の提出 

⑦ 、⑦－１ 改善資金の貸付 

 

 

借入希望者 

県 

（広域本部（地域振興局）） 

県（団体支援課） 

林業・木材産業改善資金認定・貸付審査会 

森林組合 

木材事業協同組合 


